
大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第５９

条第１項第１号、第１１５条の２２第２項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び

第２項の規定に基づき、指定介護予防支援等（基準該当介護予防支援及び指定介護予

防支援をいう。以下同じ。）の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）において使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 指定介護予防支援等の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自

立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定介護予防支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するため

に、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者等は、指定介護予防支援等の提供に当たっては、利用者の

意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予

防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者等は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センタ

ー、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護

支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者等、介護保険

施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行

う者等との連携に努めなければならない。 

 （指定介護予防支援事業者の基準） 

第４条 法第１１５条の２２第２項第１号に規定する申請者は、法人とする。 

（人員、運営等に関する基準） 

第５条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介



護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、第３条の規定に適合するよう規

則で定める。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則                                       

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際、現に法第５８条第１項の規定による指定を受けている者につ

いては、この条例の基準を満たしているものとみなす。 

 


